
   

 

 

 

専決処分につき承認を求めることについて 

（滋賀県税条例および合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する 

自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例） 

 

 

１ 趣旨 

令和６年度税制改正を内容とする地方税法等の一部を改正する法律の成立・公布に伴って改正が必要となる滋賀県

税条例等の規定のうち、令和６年４月１日に施行すべきものについて、地方自治法第179条第１項の規定に基づく知

事の専決処分により改正したので、同条第３項の規定に基づき、議会に報告し、その承認を求めようとするもの。 

 

２ 改正の概要 

(1) 滋賀県税条例の一部改正 

ア 個人住民税（個人県民税）の定額減税（付則第５条の７、付則第５条の８関係） 

納税義務者の合計所得金額が1,805万円以下（年収2,000万円以下）の場合に限り、令和６年度分の個人住民

税について、納税義務者および扶養親族等１人につき、所得割の額を１万円控除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 不動産取得税の特例措置の適用期限の延長等 

(ｱ) 特例措置等の適用期限の延長【特に記載のあるものを除き、令和８年３月31日まで】 

a 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過

した日に緩和する特例措置（付則第７条の４関係） 
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b 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要

件を緩和する特例措置（付則第７条の４関係） 

c 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置

（付則第８条関係） 

d 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより

取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置（付則第８条関係） 

e 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の業務により取得する土地に係る課税標準の特例

措置【令和９年３月31日まで】（付則第８条関係） 

f  認定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業により取得する一定の不動産に

係る課税標準の特例措置（付則第８条関係） 

g 住宅および土地の取得に係る標準税率を３％とする特例措置【令和９年３月31日まで】（付則第８条の

２関係） 

h 宅地評価土地の取得に係る課税標準を２分の１とする特例措置【令和９年３月31日まで】（付則第９条

の２関係） 

(ｲ) 特例措置の廃止 

都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する低未利用土地権利設

定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係る課税標準の特例措置（付則第８条関係） 

 

ウ 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長【令和９年３月31日まで】（付則第10条の２の６関係） 

(ｱ) 船舶の使用者の動力源に供する軽油の引取り 

(ｲ) 自衛隊等が通信機械、自動車等の動力源に供する軽油の引取り 

(ｳ) 鉄道事業者等が鉄道用車両等の動力源に供する軽油の引取り 

(ｴ) 農業または林業を営む者が動力耕うん機等の動力源に供する軽油の引取り 

(ｵ) 木材加工業その他の一定の事業を営む者が当該事業に使用する機械の動力源等に供する軽油の引取り 

(ｶ) 自衛隊の船舶の使用者が重要影響事態法等の規定により行う軽油の譲渡 

(ｷ) 自衛隊の船舶の使用者が物品役務相互提供協定に基づいて行う軽油の譲渡 

(ｸ) オーストラリア軍隊の船舶の使用者が自衛隊に対して行う軽油の譲渡 

 

エ 狩猟税の課税免除の特例措置の延長【令和11年３月31日まで】（付則第10条の４、付則第11条関係） 

有害鳥獣の捕獲の担い手に係る課税免除等の特例措置の適用期限の延長 

 

(2) 合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関す

る条例の一部改正 

合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車の自動車税種別割について、証紙徴収の規定の整備を行う。（第３条

関係） 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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滋賀県税条例および合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に 

対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案 
要綱 

 
１ 改正の理由 

地方税法（昭和25年法律第226号）等の一部改正に伴い、個人の県民税、不動産取得税、軽

油引取税、狩猟税等について改正を行おうとするものです。 

 
２ 改正の概要 

(1) 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部改正（第１条関係） 

ア 個人の県民税 

個人の県民税について、定額による特別税額控除を次のとおり実施することとします。 

(ｱ) 令和６年度分の個人の県民税に限り、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所

得割の納税義務者（以下「特別税額控除対象納税義務者」という。）の所得割の額から

１万円（控除対象配偶者または扶養親族（地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。

以下「控除対象配偶者等」という。）を有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者

等１人につき１万円を加算した金額）を控除することとします。（付則第５条の７関係） 

(ｲ) 令和７年度分の個人の県民税に限り、特別税額控除対象納税義務者（同一生計配偶者

（控除対象配偶者および地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。）を有するもの

に限る。）の所得割の額から１万円を控除することとします。（付則第５条の８関係） 

イ 不動産取得税 

(ｱ) 次のとおり特例措置の適用期限を延長することとします。 

ａ 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１

年（本則６月）を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を令和８年３月31日まで

延長することとします。（付則第７条の４関係） 

ｂ 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新

築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を令和８年３月31日まで延長

することとします。（付則第７条の４関係） 

ｃ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）に規定する認定長

期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和８年３月31日まで延

長することとします。（付則第８条関係） 

ｄ 中小事業者等が中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）に規定する認定経営

力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準

の特例措置の適用期限を令和８年３月31日まで延長することとします。（付則第８条

関係） 

ｅ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の業務により取得する土地に
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係る課税標準の特例措置の適用期限を令和９年３月31日まで延長することとします。

（付則第８条関係） 

ｆ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64

号）に規定する認定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事

業により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和８年３

月31日まで延長することとします。（付則第８条関係） 

ｇ 住宅および土地の取得に係る標準税率（本則４％）を３％とする特例措置の適用期

限を令和９年３月31日まで延長することとします。（付則第８条の２関係） 

ｈ 宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の２分の１とする特例措置の適用期限

を令和９年３月31日まで延長することとします。（付則第９条の２関係） 

(ｲ) 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）に規定する低未利用土地権利設定等促進

計画に基づき取得する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用

土地に係る課税標準の特例措置を廃止することとします。（付則第８条関係） 

ウ 軽油引取税 

(ｱ) 次に掲げる軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、その適用期限を令和９

年３月31日まで延長することとします。（付則第10条の２の６関係） 

ａ 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り 

ｂ 自衛隊または日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアク

セス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に規定する訪

問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊（以下「オーストラリア軍隊」

という。）が通信の用に供する機械、自動車その他これらに類する一定のものの電源

または動力源に供する軽油の引取り 

ｃ 鉄道事業者または軌道事業を営む者その他一定の者が鉄道用車両、軌道用車両また

はこれらの車両に類する一定のものの動力源に供する軽油の引取り  

ｄ 農業または林業を営む者その他一定の者が動力耕うん機その他一定の機械の動力

源に供する軽油の引取り  

ｅ 木材加工業その他の一定の事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機

械の動力源の用途その他の一定の用途に供する軽油の引取り 

(ｲ) 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、重要影響

事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律（平成11年法律

第60号）、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成12年法律

第145号）、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に

伴い我が国が実施する措置に関する法律（平成16年法律第113号）または国際平和共同

対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する

法律（平成27年法律第77号）に基づき、当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における

課税免除の特例措置について、その適用期間を令和９年３月31日まで延長することとし
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ます。（付則第10条の２の６関係） 

(ｳ) 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と

我が国以外の締約国との間の物品または役務の相互の提供に関する条約その他の国際

約束で一定のものに基づき、当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源

に供するため譲渡する場合における課税免除の特例措置について、その適用期限を令和

９年３月31日まで延長することとします。（付則第10条の２の６関係） 

(ｴ) 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行ったオーストラリア軍隊の船舶の使用

者が、当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合における課税免除の特例措置につ

いて、その適用期限を令和９年３月31日まで延長することとします。（付則第10条の２

の６関係） 

エ 狩猟税 

(ｱ) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年

法律第134号）に規定する対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免

除の特例措置について、その適用期限を令和11年３月31日まで延長することとします。

（付則第10条の４関係） 

(ｲ) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）に規定

する認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の課税免除の

特例措置について、その適用期限を令和11年３月31日まで延長することとします。（付

則第10条の４関係） 

(ｳ) 狩猟者登録の申請書を提出する日前１年以内の期間に、鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行っ

た者等が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税の税率の特例措置について、その適用期限を

令和11年３月31日まで延長することとします。（付則第11条関係） 

(2) 合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の

賦課徴収の特例に関する条例（昭和27年滋賀県条例第21号）の一部改正（第２条関係） 

合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者は、新

規登録の申請があつた自動車について地方税法第177条の10第１項の規定により課する種別

割を払い込むときは、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、

当該自動車について新規登録の申請をした際に、県の発行する証紙を知事から購入して、当

該自動車の種別割を払い込まなければならないこととします。（第３条関係） 

 
３ その他 

(1) この条例は、令和６年４月１日から施行することとします。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとします。 

(3) その他必要な規定の整備を行うこととします。 
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滋賀県税条例新旧対照表（第１条関係） 

旧 新 

本則 省略 本則 省略 

付 則 付 則 

第１条～第５条の６ 省略 第１条～第５条の６ 省略 

 （令和６年度分の個人の県民税の特別税額控除） 

（新設） 第５条の７ 令和６年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和６

年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である

所得割の納税義務者（以下この条および次条において「特別税額控除

対象納税義務者」という。）の第20条から第21条の４まで、付則第４

条の２の２第１項、付則第５条第１項、付則第５条の４の２第１項、

付則第５条の５および付則第６条の２第１項の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

 ２ 前項の県民税に係る令和６年度分特別税額控除額は、第１号に掲げ

る額と第２号に掲げる額との合計額（以下この項において「個人の住

民税の所得割の額」という。）が１万円（特別税額控除対象納税義務

者が控除対象配偶者または扶養親族（法第34条第８項の規定による判

定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。

以下この項において「控除対象配偶者等」という。）を有する場合に

は、１万円に当該控除対象配偶者等１人につき１万円を加算した金額）

を超える場合には１万円（特別税額控除対象納税義務者が控除対象配
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偶者等を有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者等１人につき

１万円を加算した金額）に第１号に掲げる額を個人の住民税の所得割

の額で除して得た数値を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の端数

があるとき、または当該金額の全額が１円未満であるときは、その端

数金額またはその全額を切り上げた金額）とし、個人の住民税の所得

割の額が１万円（特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を

有する場合には、１万円に当該控除対象配偶者等１人につき１万円を

加算した金額）を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額と

する。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の第20条から第21条の４まで、付則

第４条の２の２第１項、付則第５条第１項、付則第５条の４の２第１

項、付則第５条の５および付則第６条の２第１項の規定を適用して計

算した場合の所得割の額 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の法第314条の３、第314条の６から

第314条の９まで、附則第３条の３第５項、附則第５条第３項、附則

第５条の４の２第５項、附則第５条の５第２項および附則第７条の２

第４項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 

 ３ 前２項の規定の適用がある場合における第21条の２第２項および付

則第５条の５の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」

とあるのは、「所得割の額（付則第５条の７第１項および第２項の規

定の適用を受ける前のものをいう。）」とする。 

 （令和７年度分の個人の県民税の特別税額控除） 
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（新設） 第５条の８ 令和７年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和７

年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者（同一生計配

偶者（控除対象配偶者および法第34条第８項の規定による判定をする

ときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。）を有す

るものに限る。）の第20条から第21条の４まで、付則第４条の２の２

第１項、付則第５条第１項、付則第５条の４の２第１項、付則第５条

の５および付則第６条の２第１項の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

 ２ 前項の県民税に係る令和７年度分特別税額控除額は、第１号に掲げる

額と第２号に掲げる額との合計額（以下この項において「個人の住民税

の所得割の額」という。）が１万円を超える場合には１万円に第１号に

掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た

金額（当該金額に１円未満の端数があるとき、または当該金額の全額が

１円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り上げた金

額）とし、個人の住民税の所得割の額が１万円を超えない場合には同号

に掲げる額に相当する金額とする。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の第20条から第21条の４まで、付則

第４条の２の２第１項、付則第５条第１項、付則第５条の４の２第

１項、付則第５条の５および付則第６条の２第１項の規定を適用し

て計算した場合の所得割の額 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の法第314条の３、第314条の６から

第314条の９まで、附則第３条の３第５項、附則第５条第３項、附則
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第５条の４の２第５項、附則第５条の５第２項および附則第７条の

２第４項の規定を適用して計算した場合の所得割の額 

 （個人の県民税の特別税額控除の細目） 

（新設） 第５条の９ 前２条に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定めるところによる。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例） 

第６条 省略 第６条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 前項の規定の適用がある場合における第21条の４および付則第４条

の２の２第１項                      の規

定の適用については、第21条の４中「前条まで」とあるのは「前条ま

でおよび付則第６条第２項」と、付則第４条の２の２第１項第２号中

「および付則第５条の５」とあるのは「、付則第５条の５および付則

第６条第２項」とする                     

                               

   。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第21条の４、付則第４条の２

の２第１項、付則第５条の７第２項および付則第５条の８第２項の規

定の適用については、第21条の４中「前条まで」とあるのは「前条ま

でおよび付則第６条第２項」と、付則第４条の２の２第１項第２号中

「および付則第５条の５」とあるのは「、付則第５条の５および付則

第６条第２項」と、付則第５条の７第２項第１号および付則第５条の

８第２項第１号中「および」とあるのは「、付則第６条第２項および」

とする。 

４ 法附則第６条第５項の規定の適用がある場合における付則第４条の

２の２第１項                        の

規定の適用については、同項第３号          中「および

附則第５条の５第２項」とあるのは、「、附則第５条の５第２項およ

び附則第６条第５項」とする                  

                               

４ 法附則第６条第５項の規定の適用がある場合における付則第４条の

２の２第１項、付則第５条の７第２項および付則第５条の８第２項の

規定の適用については、付則第４条の２の２第１項第３号中「および

附則第５条の５第２項」とあるのは 「、附則第５条の５第２項およ

び附則第６条第５項」と、付則第５条の７第２項第２号および付則第

５条の８第２項第２号中「および」とあるのは「、附則第６条第５項
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       。 および」とする。 

第６条の２～第７条の３ 省略 第６条の２～第７条の３ 省略 

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） （不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例） 

第７条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または家屋

を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第６条の18第１項

に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第39条第２項ただし書の

規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月１日から令和

６年３月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「６月」

とあるのは、「１年」とする。 

第７条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または家屋

を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第６条の18第１項

に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第39条第２項ただし書の

規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月１日から令和

８年３月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「６月」

とあるのは、「１年」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第39条の12第１項に規定す

る特例適用住宅が新築された場合における同項および第39条の13第１

項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年４月１日から

令和６年３月31日までの間に行われたときに限り、第39条の12第１項

第１号中「２年」とあるのは「３年（施行令附則第６条の18第２項に

規定する場合には、４年）」と、第39条の13第１項中「２年以内、同

条第２項第１号」とあるのは「３年（施行令附則第６条の18第２項に

規定する場合には、４年）以内、前条第２項第１号」とする。 

２ 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第39条の12第１項に規定す

る特例適用住宅が新築された場合における同項および第39条の13第１

項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年４月１日から

令和８年３月31日までの間に行われたときに限り、第39条の12第１項

第１号中「２年」とあるのは「３年（施行令附則第６条の18第２項に

規定する場合には、４年）」と、第39条の13第１項中「２年以内、同

条第２項第１号」とあるのは「３年（施行令附則第６条の18第２項に

規定する場合には、４年）以内、前条第２項第１号」とする。 

（不動産取得税の課税標準の特例） （不動産取得税の課税標準の特例） 

第８条 省略 第８条 省略 

２～６ 省略 ２～６ 省略 

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第1

1条第１項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和６年

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第1

1条第１項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和８年
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３月31日までにした場合における第39条の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促

進に関する法律（平成20年法律第87号）第11条第１項に規定する認定

長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「に

ついては、当該取得が令和６年３月31日までに行われたときに限り」

と、「1,200万円」とあるのは「1,300万円」とする。 

３月31日までにした場合における第39条の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促

進に関する法律（平成20年法律第87号）第11条第１項に規定する認定

長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「に

ついては、当該取得が令和８年３月31日までに行われたときに限り」

と、「1,200万円」とあるのは「1,300万円」とする。 

８～11 省略 ８～11 省略 

12 都市再生特別措置法第109条の15第２項第１号に規定する者が同法

第109条の17の規定による公告があつた同法第109条の15第１項に規定

する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第81条第１項に規

定する立地適正化計画に記載された同条第15項に規定する低未利用土

地権利設定等促進事業区域内にある同法第46条第26項に規定する低未

利用土地のうち施行令附則第７条第23項に規定するものを取得した場

合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課

税標準の算定については、当該取得が令和６年３月31日までに行われ

たときに限り、当該低未利用土地の価格の５分の１に相当する額を価

格から控除する。 

（削除） 

13 租税特別措置法第10条第８項第６号に規定する中小事業者または同

法第42条の４第19項第７号に規定する中小企業者が中小企業等経営強

化法（平成11年法律第18号）第18条第２項に規定する認定経営力向上

計画（同法第17条第２項第３号に掲げる事項として同法第２条第10項

第７号の事業の譲受けが記載されているものに限る。）に従つて行う

12 租税特別措置法第10条第８項第６号に規定する中小事業者または同

法第42条の４第19項第７号に規定する中小企業者が中小企業等経営強

化法（平成11年法律第18号）第18条第２項に規定する認定経営力向上

計画（同法第17条第２項第３号に掲げる事項として同法第２条第10項

第７号の事業の譲受けが記載されているものに限る。）に従つて行う
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当該事業の譲受けにより施行令附則第７条第24項に規定する不動産を

取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準の算定については、当該取得が令和６年３月31日までに行

われたときに限り、当該不動産の価格の６分の１に相当する額を価格

から控除する。 

当該事業の譲受けにより施行令附則第７条第24項に規定する不動産を

取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準の算定については、当該取得が令和８年３月31日までに行

われたときに限り、当該不動産の価格の６分の１に相当する額を価格

から控除する。 

14 省略 13 省略 

15 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算

事業団の債務等の処理に関する法律（平成10年法律第136号）附則第７

条第１項第１号に規定する業務により土地を取得した場合における当

該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定について

は、当該取得が令和６年３月31日までに行われたときに限り、当該土

地の価格の３分の２に相当する額を価格から控除する。 

14 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算

事業団の債務等の処理に関する法律（平成10年法律第136号）附則第７

条第１項第１号に規定する業務により土地を取得した場合における当

該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定について

は、当該取得が令和９年３月31日までに行われたときに限り、当該土

地の価格の３分の２に相当する額を価格から控除する。 

16 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平

成元年法律第64号）第12条の７に規定する認定医療機関開設者が同条

に規定する認定再編計画に記載された同法第12条の２の２第１項に規

定する医療機関の再編の事業により施行令附則第７条第25項に規定す

る不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不

動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和６年３月31

日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の２分の１に相当す

る額を価格から控除する。 

15 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平

成元年法律第64号）第12条の７に規定する認定医療機関開設者が同条

に規定する認定再編計画に記載された同法第12条の２の２第１項に規

定する医療機関の再編の事業により施行令附則第７条第25項に規定す

る不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不

動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和８年３月31

日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の２分の１に相当す

る額を価格から控除する。 

（住宅の取得および土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例） （住宅の取得および土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例） 

第８条の２ 平成18年４月１日から令和６年３月31日までの間に住宅ま 第８条の２ 平成18年４月１日から令和９年３月31日までの間に住宅ま
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たは土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第39

条の３の規定にかかわらず、100分の３とする。 

たは土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第39

条の３の規定にかかわらず、100分の３とする。 

２ 省略 ２ 省略 

第９条 省略 第９条 省略 

（宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特

例） 

（宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特

例） 

第９条の２ 宅地評価土地（宅地および宅地比準土地（宅地以外の土地

で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき

価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標

準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。）をい

う。第３項において同じ。）を取得した場合における当該土地の取得

に対して課する不動産取得税の課税標準は、第39条第１項の規定にか

かわらず、当該取得が平成18年１月１日から令和６年３月31日までの

間に行われた場合に限り、当該土地の価格の２分の１の額とする。 

第９条の２ 宅地評価土地（宅地および宅地比準土地（宅地以外の土地

で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき

価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標

準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。）をい

う。第３項において同じ。）を取得した場合における当該土地の取得

に対して課する不動産取得税の課税標準は、第39条第１項の規定にか

かわらず、当該取得が平成18年１月１日から令和９年３月31日までの

間に行われた場合に限り、当該土地の価格の２分の１の額とする。 

２ 省略 ２ 省略 

３ 平成18年４月１日から令和６年３月31日までの間において、第39条

の２第10項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場

合、同条第12項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲

げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同

条第13項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の

公告があつた場合、第39条の16第１項に規定する被収用不動産等を収

用されもしくは譲渡した場合または付則第８条第１項に規定する交換

３ 平成18年４月１日から令和９年３月31日までの間において、第39条

の２第10項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場

合、同条第12項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲

げる清算金もしくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同

条第13項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の

公告があつた場合、第39条の16第１項に規定する被収用不動産等を収

用されもしくは譲渡した場合または付則第８条第１項に規定する交換
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により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資

産課税台帳に登録された価格（当該価格が登録されていない場合には、

知事が固定資産評価基準により決定した価格）中に宅地評価土地の価

格があるときにおける第39条の２第10項、第12項および第13項、第39

条の16第１項ならびに付則第８条第１項の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資

産課税台帳に登録された価格（当該価格が登録されていない場合には、

知事が固定資産評価基準により決定した価格）中に宅地評価土地の価

格があるときにおける第39条の２第10項、第12項および第13項、第39

条の16第１項ならびに付則第８条第１項の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

省略   
 

省略   
 

第９条の３～第10条の２の５ 省略 第９条の３～第10条の２の５ 省略 

（軽油引取税の課税免除の特例） （軽油引取税の課税免除の特例） 

第10条の２の６ 令和６年３月31日までに行われる軽油の引取りに関し

て、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる用途に供

する軽油の引取りに対しては、第54条第１項および第２項の規定にか

かわらず、法附則第12条の２の７第２項において読み替えて準用する

法第144条の21第１項の規定による免税証の交付があつた場合または

法附則第12条の２の７第２項において読み替えて準用する法第144条

の31第４項もしくは第５項の規定による知事もしくは他の道府県知事

の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。 

第10条の２の６ 令和９年３月31日までに行われる軽油の引取りに関し

て、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる用途に供

する軽油の引取りに対しては、第54条第１項および第２項の規定にか

かわらず、法附則第12条の２の７第２項において読み替えて準用する

法第144条の21第１項の規定による免税証の交付があつた場合または

法附則第12条の２の７第２項において読み替えて準用する法第144条

の31第４項もしくは第５項の規定による知事もしくは他の道府県知事

の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。 

省略  
 

省略  
 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

４ 自衛隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該自衛

隊の船舶の使用者が、令和６年３月31日までに次に掲げる規定により

４ 自衛隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該自衛

隊の船舶の使用者が、令和９年３月31日までに次に掲げる規定により
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当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡について

は、前項の規定により読み替えられた第55条第１項（第３号に係る部

分に限る。）および同条第５項の規定にかかわらず、軽油引取税を課

さない。 

当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡について

は、前項の規定により読み替えられた第55条第１項（第３号に係る部

分に限る。）および同条第５項の規定にかかわらず、軽油引取税を課

さない。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 

５ 自衛隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該自衛

隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品また

は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で施行令附則第10

条の２の２第11項に規定するものに基づき、令和６年３月31日までに

当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源の用に供す

るため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該

軽油の譲渡については、第３項の規定により読み替えられた第55条第

１項（第３号に係る部分に限る。）および同条第５項の規定にかかわ

らず、軽油引取税を課さない。 

５ 自衛隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行つた当該自衛

隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品また

は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で施行令附則第10

条の２の２第11項に規定するものに基づき、令和９年３月31日までに

当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源の用に供す

るため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該

軽油の譲渡については、第３項の規定により読み替えられた第55条第

１項（第３号に係る部分に限る。）および同条第５項の規定にかかわ

らず、軽油引取税を課さない。 

６ オーストラリア軍隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行

つた当該オーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和６年３月31日ま

でに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の

譲渡については、第３項の規定により読み替えられた第55条第１項（第

３号に係る部分に限る。）および同条第５項の規定にかかわらず、軽

油引取税を課さない。 

６ オーストラリア軍隊の船舶の動力源の用に供する軽油の引取りを行

つた当該オーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和９年３月31日ま

でに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の

譲渡については、第３項の規定により読み替えられた第55条第１項（第

３号に係る部分に限る。）および同条第５項の規定にかかわらず、軽

油引取税を課さない。 

第10条の２の７～第10条の３の３ 省略 第10条の２の７～第10条の３の３ 省略 

（狩猟税の課税免除） （狩猟税の課税免除） 
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第10条の４ 県内の市町に所属する対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水

産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法

律第134号。次項および次条において「鳥獣被害防止特措法」という。）

第９条第７項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律（次項および次条において「鳥獣保護管理

法」という。）第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。）に係る狩

猟者の登録が、平成27年４月１日から令和６年３月31日までの間に行

われた場合には、第139条第１項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕

獲員に対しては、狩猟税を課さない。 

第10条の４ 県内の市町に所属する対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水

産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法

律第134号。次項および次条において「鳥獣被害防止特措法」という。）

第９条第７項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律（次項および次条において「鳥獣保護管理

法」という。）第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。）に係る狩

猟者の登録が、平成27年４月１日から令和11年３月31日までの間に行

われた場合には、第139条第１項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕

獲員に対しては、狩猟税を課さない。 

２ 認定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣保護管理法第18条の５第２項第１号に

規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第２項において同じ。）

が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第９条第１項（鳥獣被害防

止特措法第６条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。次条第１項において同じ。）の規定による許可を受け、または鳥

獣保護管理法第14条の２第９項の規定により鳥獣保護管理法第９条第

１項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第

８項（鳥獣保護管理法第14条の２第９項または鳥獣被害防止特措法第

６条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第２

項において同じ。）に規定する従事者証（次条第２項において「従事

者証」という。）の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者

に係る狩猟者の登録が、平成27年５月29日から令和６年３月31日まで

の間に行われたときは、第139条第１項の規定にかかわらず、当該従事

者に対しては、狩猟税を課さない。 

２ 認定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣保護管理法第18条の５第２項第１号に

規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第２項において同じ。）

が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第９条第１項（鳥獣被害防

止特措法第６条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。次条第１項において同じ。）の規定による許可を受け、または鳥

獣保護管理法第14条の２第９項の規定により鳥獣保護管理法第９条第

１項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第

８項（鳥獣保護管理法第14条の２第９項または鳥獣被害防止特措法第

６条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第２

項において同じ。）に規定する従事者証（次条第２項において「従事

者証」という。）の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者

に係る狩猟者の登録が、平成27年５月29日から令和11年３月31日まで

の間に行われたときは、第139条第１項の規定にかかわらず、当該従事

者に対しては、狩猟税を課さない。 
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（狩猟税の税率の特例） （狩猟税の税率の特例） 

第11条 平成27年４月１日から令和６年３月31日までの間に受ける狩猟

者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第5

6条に規定する申請書（以下この項において「狩猟者登録の申請書」と

いう。）を提出する日前１年以内の期間（以下この条において「特定

捕獲等期間」という。）に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９

条第１項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等（以

下この条において「許可捕獲等」という。）を行つた場合における狩

猟税の税率は、第139条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する税

率に２分の１を乗じた税率（以下この項において「軽減税率」という。）

とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録（以下この項に

おいて「軽減税率適用登録」という。）の要件を満たす者が、特定捕

獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩

猟期間（鳥獣保護管理法第２条第９項に規定する狩猟期間をいう。以

下この項において同じ。）の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申

請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りで

ない。 

第11条 平成27年４月１日から令和11年３月31日までの間に受ける狩猟

者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第5

6条に規定する申請書（以下この項において「狩猟者登録の申請書」と

いう。）を提出する日前１年以内の期間（以下この条において「特定

捕獲等期間」という。）に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９

条第１項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等（以

下この条において「許可捕獲等」という。）を行つた場合における狩

猟税の税率は、第139条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する税

率に２分の１を乗じた税率（以下この項において「軽減税率」という。）

とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録（以下この項に

おいて「軽減税率適用登録」という。）の要件を満たす者が、特定捕

獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩

猟期間（鳥獣保護管理法第２条第９項に規定する狩猟期間をいう。以

下この項において同じ。）の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申

請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りで

ない。 

２ 省略 ２ 省略 

（上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例） 

第11条の２ 省略 第11条の２ 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 
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(1)～(3) 省略  (1)～(3) 省略 

（新設）  (4) 付則第５条の７および付則第５条の８の規定の適用については、

付則第５条の７第１項および付則第５条の８第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第11条の２第１項の規定によ

る県民税の所得割の額」と、付則第５条の７第２項第１号および付

則第５条の８第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第11条の２第１項の規定による県民税の所得割の額

の合計額」とする。 

（新設）  ４ 法附則第33条の２第５項の規定の適用がある場合には、付則第５条の

７第２項第２号および付則第５条の８第２項第２号の規定の適用につ

いては、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額なら

びに法附則第33条の２第５項の規定による市町民税の所得割の額の合

計額」とする。 

第11条の２の２ 省略 第11条の２の２ 省略 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例） 

第12条 省略 第12条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) 省略  (1)～(4) 省略 

（新設） (5) 付則第５条の７および付則第５条の８の規定の適用については、

付則第５条の７第１項および付則第５条の８第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第12条第１項の規定による県
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民税の所得割の額」と、付則第５条の７第２項第１号および付則第

５条の８第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額な

らびに付則第12条第１項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」とする。 

（新設） ４ 法附則第33条の３第５項の規定の適用がある場合には、付則第５条の

７第２項第２号および付則第５条の８第２項第２号の規定の適用につ

いては、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額なら

びに法附則第33条の３第５項の規定による市町民税の所得割の額の合

計額」とする。 

４ 省略 ５ 省略 

（長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例） 

第13条 省略 第13条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) 省略 (1)～(4) 省略 

（新設） (5) 付則第５条の７および付則第５条の８の規定の適用については、

付則第５条の７第１項および付則第５条の８第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第13条第１項の規定による県

民税の所得割の額」と、付則第５条の７第２項第１号および付則第

５条の８第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額な

らびに付則第13条第１項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」とする。 
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（新設） ４ 法附則第34条第４項の規定の適用がある場合には、付則第５条の７第

２項第２号および付則第５条の８第２項第２号の規定の適用について

は、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額ならびに

法附則第34条第４項の規定による市町民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

第13条の２～第13条の３ 省略 第13条の２～第13条の３ 省略 

（短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例） 

第14条 省略 第14条 省略 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

４ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ４ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) 省略  (1)～(4) 省略 

（新設） (5) 付則第５条の７および付則第５条の８の規定の適用については、

付則第５条の７第１項および付則第５条の８第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条第１項の規定による県

民税の所得割の額」と、付則第５条の７第２項第１号および付則第

５条の８第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額な

らびに付則第14条第１項の規定による県民税の所得割の額の合計

額」とする。 

（新設） ５ 法附則第35条第５項の規定の適用がある場合には、付則第５条の７第

２項第２号および付則第５条の８第２項第２号の規定の適用について

は、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額ならびに

法附則第35条第５項の規定による市町民税の所得割の額の合計額」とす
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る。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例） 

第14条の２ 省略 第14条の２ 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) 省略 (1)～(4) 省略 

（新設） (5) 付則第５条の７および付則第５条の８の規定の適用については、

付則第５条の７第１項および付則第５条の８第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の２第１項の規定によ

る県民税の所得割の額」と、付則第５条の７第２項第１号および付

則第５条の８第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第14条の２第１項の規定による県民税の所得割の額

の合計額」とする。 

（新設） ４ 法附則第35条の２第５項の規定の適用がある場合には、付則第５条の

７第２項第２号および付則第５条の８第２項第２号の規定の適用につ

いては、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額なら

びに法附則第35条の２第５項の規定による市町民税の所得割の額の合

計額」とする。 

第14条の２の２～第14条の３の４ 省略  第14条の２の２～第14条の３の４ 省略 

（先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例） 

第14条の４ 省略 第14条の４ 省略 
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２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1)～(4) 省略 (1)～(4) 省略 

（新設） (5) 付則第５条の７および付則第５条の８の規定の適用については、

付則第５条の７第１項および付則第５条の８第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の４第１項の規定によ

る県民税の所得割の額」と、付則第５条の７第２項第１号および付

則第５条の８第２項第１号中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額ならびに付則第14条の４第１項の規定による県民税の所得割の額

の合計額」とする。 

（新設） ３ 法附則第35条の４第４項の規定の適用がある場合には、付則第５条の

７第２項第２号および付則第５条の８第２項第２号の規定の適用につ

いては、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額なら

びに法附則第35条の４第４項の規定による市町民税の所得割の額の合

計額」とする。 

第14条の４の２以下 省略 第14条の４の２以下 省略 
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合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

旧 新 

第１条～第２条 省略 第１条～第２条 省略 

（自動車税の種別割の証紙徴収の手続） （自動車税の種別割の証紙徴収の手続） 

第３条 省略 第３条 省略 

（新設） ２ 第１条の２に掲げる自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者

は、新規登録の申請があつた自動車について地方税法（昭和25年法律

第226号）第177条の10第１項の規定により課する種別割を払い込むと

きは、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税義務が発生した場合に

限り、前項の規定にかかわらず、当該自動車について新規登録の申請

をした際に、県の発行する証紙を知事から購入して、当該自動車の種

別割を払い込まなければならない。 

２ 知事は、特別の事情がある場合において必要があると認めたときは、

前項 の規定にかかわらず、別に証紙を購入する期間を指定すること

ができる。 

３ 知事は、特別の事情がある場合において必要があると認めたときは、

前２項の規定にかかわらず、別に証紙を購入する期間を指定すること

ができる。 

３ 前２項の場合において自動車税の種別割の納税義務は、購入した証

紙に検印を受けたときに完了するものとする。 

４ 前３項の場合において自動車税の種別割の納税義務は、購入した証

紙に検印を受けたときに完了するものとする。 

４ 省略 ５ 省略 

第４条以下 省略 第４条以下 省略 

 

 


